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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）において、
　前側側方の長手縁部（４２）を備える前側領域（６）と、後側側方の長手縁部（４１）
を備える後側領域（８）と、長手方向（２８）において前記前側領域（６）と前記後側領
域（８）との間に配置されて使用者の足の間に位置することになる股下領域（１０）とを
含む本体部分（４）を有し、前記本体部分（４）は吸収体（１２）を含み、
　前記後側領域（８）に両側で接合された後側の側方区域（２０）と、前記前側領域（６
）に両側で接合された前側の側方区域（２２）とを更に有し、これらの側方区域は横方向
（３０）で前記本体部分（４）の側方の前側及び後側の前記長手縁部（４２、４１）を超
えて延びると共に、前記失禁用使い捨ておむつ（２）が装着された状態のときに前記前側
領域（６）と前記後側領域（８）を相互に結合し、
　前記側方区域（２０、２２）の少なくとも前記股下領域（１０）に向く側は、脚周り開
口領域（５０）を形成するために、長手方向（２８）に対して斜めに延びるように又は曲
線状に構成されており、
　前記本体部分（４）は少なくとも前記股下領域で砂時計状に構成されており、
　前記前側領域（６）と前記後側領域（８）の前記側方区域（２０、２２）は、材料の種
類、単位面積あたり重量、通気性、密度、伸縮性、閉止力、表面長さ、厚さ、色の群から
選択される少なくとも１つの一次特性に関して相違しており、
　前記側方区域（２０、２２）の斜めの形状又は曲線の形状と、前記本体部分（４）の砂
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時計状の輪郭とは、前記失禁用使い捨ておむつ（２）の両方の長辺における、前記側方区
域（２０、２２）と前記本体部分（４）とを対象とするそれぞれただ１回の分断プロセス
によって形成されており、前記分断プロセスは前記本体部分（４）の前側及び後側の前記
側縁（４２、４１）の領域でも前記本体部分（４）を対象としており、
　後側の前記側方区域（２０）、前側の前記側方区域（２２）、前記本体部分（４）はそ
れぞれ内面と外面を有し、
　後側の前記側方区域（２０）は、閉止補助具を有する閉止手段（３２）を有し、
　前記閉止手段（３２）は、前記失禁用使い捨ておむつ（２）を人間の身体にあてて用途
に即して固定するために、後側の前記側方区域（２０）の外面の少なくとも一部の領域と
、前側の前記側方区域（２２）の外面の少なくとも一部の領域と、前記本体部分（４）の
外面の少なくとも一部の領域とに取外し可能なように固定可能であり、
　前記閉止手段（３２）と後側の前記側方区域（２０）の外面との間の保持力、及び前記
閉止手段（３２）と前記本体部分（４）の外面との間の保持力は、前記閉止手段（３２）
と前側の前記側方区域（２２）の外面との間の保持力よりも小さい、
　吸収性の失禁用使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記側方区域（２０、２２）は、不織布材料で形成されている又は不織布材料を含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項３】
　前記分断プロセスは、裁断プロセス又は打抜きプロセスであることを特徴とする、請求
項１又は２に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項４】
　前記脚周り開口領域（５０）の輪郭は、特に長手方向（２８）に対して斜めに延びる直
線の区域及び曲線の区域の少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項１～３のいず
れか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項５】
　前記脚周り開口領域（５０）の輪郭は、曲線の区域だけを含むことを特徴とする、請求
項１から４のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項６】
　前側及び後側の前記側方区域（２０、２２）の側縁の点Ａ及び点Ｄの間では、前記脚周
り開口領域（５０）の輪郭のどの点でも１本の接線を引くことが可能であることを特徴と
する、請求項１から５のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項７】
　前記脚周り開口領域（５０）の最小の曲線半径は、少なくとも５ｍｍであることを特徴
とする、請求項１から６のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項８】
　前記脚周り開口領域（５０）の輪郭は、曲線半径の異なる曲線の区域を含むことを特徴
とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項９】
　前記吸収体（１２）の長手縁部の横に並ぶように、長手方向（２８）の成分を含む第１
の弾性部材（６０）が前記本体部分（４）に接合されていることを特徴とする、請求項１
から８のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項１０】
　前記第１の弾性部材（６０）は、脚周り開口部に沿って湾曲した形状を有することを特
徴とする、請求項９に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項１１】
　前記第１の弾性部材（６０）は、前記側方区域（２０、２２）まで入るようには延びて
いないことを特徴とする、請求項９又は１０に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２
）。
【請求項１２】
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　メカニカルな閉止補助具を有する前記閉止手段（３２）と前記本体部分（４）の外面と
の間で求めた腹上保持力としての保持力は、２０～５７Ｎ／２５ｍｍであることを特徴と
する、請求項１から１１のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項１３】
　メカニカルな閉止補助具を有する前記閉止手段（３２）と前側の前記側方区域（２２）
の外面との間で求めた腹上保持力としての保持力は、５８～９０Ｎ／２５ｍｍであること
を特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ
（２）。
【請求項１４】
　前記閉止手段は、面ファスナーを含むメカニカルな閉止補助具を有することを特徴とす
る、請求項１から１３のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項１５】
　少なくとも１つの前記閉止手段（３２）は、更に接着による閉止補助具を含み、特に粘
着ゾーンを含むことを特徴とする、請求項１４に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（
２）。
【請求項１６】
　前記本体部分（４）の外面の少なくとも一部の領域は、不織布によって形成されている
ことを特徴とする、請求項１から１５のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨てお
むつ（２）。
【請求項１７】
　バックシート（１３）を更に含み、
　前記バックシート（１３）は不織布及びフィルムの積層体で形成されており、不織布は
外側に位置すると共に、フィルムは内側で前記吸収体（１２）側を向くように位置してお
り、それによって不織布が前記本体部分（４）の外面を形成することを特徴とする、請求
項１から１６のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項１８】
　前記フィルムは、液体不透過性であるにもかかわらず通気性のある単層又は多層のフィ
ルムで形成されていることを特徴とする、請求項１７に記載の吸収性の失禁用使い捨てお
むつ（２）。
【請求項１９】
　前側及び後側の前記側方区域（２０、２２）の少なくとも１つは、空気及び水蒸気の少
なくとも１つを透過させる不織布によって形成されていることを特徴とする、請求項１か
ら１８のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項２０】
　前側及び後側の前記側方区域（２０、２２）の少なくとも１つの単位面積あたり重量は
、１５～６０ｇ／ｍ2であることを特徴とする、請求項１から１９のいずれか一項に記載
の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項２１】
　前側及び後側の前記側方区域（２０、２２）の少なくとも１つの単位面積あたり重量は
、２５～４０ｇ／ｍ2であることを特徴とする、請求項２０に記載の吸収性の失禁用使い
捨ておむつ（２）。
【請求項２２】
　前側及び後側の前記側方区域（２０、２２）の少なくとも１つの通気性は、前記バック
シート（１３）の通気性よりも高いことを特徴とする、請求項１から２１のいずれか一項
に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項２３】
　前記おむつ本体部分の側縁を超える前記側方区域の長さは、１０～４０ｃｍであること
を特徴とする請求項１から２２のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（
２）。
【請求項２４】



(4) JP 5289439 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

　前記おむつ本体部分の側縁を超える前記側方区域の長さは、１３～２５ｃｍであること
を特徴とする請求項２３に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項２５】
　後側の前記側方区域は、前側の前記側方区域よりも少なくとも１０％だけ大きい表面長
さを有することを特徴とする、請求項１から２４のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用
使い捨ておむつ（２）。
【請求項２６】
　後側の前記側方区域の長さは、即ちそのおむつ長手方向の長さは、少なくとも１０ｃｍ
であることを特徴とする、請求項１から２５のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い
捨ておむつ（２）。
【請求項２７】
　後側の前記側方区域の長さは、即ちそのおむつ長手方向の長さは、少なくとも１８ｃｍ
であることを特徴とする請求項２６に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【請求項２８】
　メカニカルな閉止補助具を有する前記閉止手段（３２）と後側の前記側方区域（２０）
の外面との間で求めた腹上保持力としての保持力が、少なくとも１５Ｎ／２５ｍｍである
ことを特徴とする、請求項１から２７のいずれか一項に記載の吸収性の失禁用使い捨てお
むつ（２）。
【請求項２９】
　メカニカルな閉止補助具を有する前記閉止手段（３２）と後側の前記側方区域（２０）
の外面との間で求めた腹上保持力としての保持力が、少なくとも３０Ｎ／２５ｍｍである
ことを特徴とする、請求項２８に記載の吸収性の失禁用使い捨ておむつ（２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前側側方の長手縁部を備える前側領域と、後側側方の長手縁部を備える後側
領域と、長手方向でこれらの間に配置されると共に使用者の足の間に位置することになる
股下領域とを含む本体部分を有し、本体部分は吸収体を含み、更に、後側領域に両側で接
合された後側の側方区域と、前側領域に両側で接合された前側の側方区域とを有する、吸
収性の失禁用使い捨ておむつに関する。失禁用使い捨ておむつは、成人用として意図され
ており、一回だけ使用するものと定められている。
【背景技術】
【０００２】
　このような種類の失禁用使い捨ておむつは、例えばドイツ特許出願公開第１０２００５
０４８８６８Ａ１号明細書から公知である。ドイツ特許出願公開第１０２００５０４８８
６８Ａ１号明細書は、それぞれの側方区域を異なる構成にすることもすでに開示している
、即ち、後側の側方区域に前側の側方区域よりも高い伸縮性をもたせることを開示してい
る。
【０００３】
　このような種類の失禁用使い捨ておむつでは、前述した側方区域は、本体部分とは異な
る材料で形成されることが多い。例えば、一般に失禁用使い捨ておむつの「耳部」とも呼
ばれる側方区域は通気性に構成され、特に空気や水蒸気を透過させるように構成されるの
に対し、一般にシャシーとも呼ばれる本体部分は液体不透過性に製作されていてもよい。
失禁用使い捨ておむつを閉じるために、特に、取外し不能に後側領域に接合された側方区
域が使用者の横腹にあてがわれ、そこで、本体部分の前側領域の外面と、又は前側領域の
側方区域の外面と、取外し可能なように結合される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ドイツ特許出願公開第１０２００５０４８８６８Ａ１号明細書に示されているように、



(5) JP 5289439 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

このような種類の失禁用使い捨ておむつの本体部分と側方区域は、いずれも長方形の形態
をそれぞれ有する。ドイツ特許出願公開第１０２００４０２１３５３Ａ１号明細書も、こ
のような種類の失禁用使い捨ておむつを開示している。更にドイツ特許出願公開第１０２
００４０２１３５３Ａ１号明細書は、側方区域を予備折り畳みしておき、使用前には予備
折り畳み部を取外し可能な固定によって取り付けることを記載している。高速運転される
おむつ製造機では、側方区域の予備折り畳みは、側方区域がおむつ本体部分に固定される
前に行われるのが好ましく、即ち、すでに予備折り畳みされてその形態で予備固定された
側方区域が、おむつ本体部分に接合されるのが好ましい。このような失禁用おむつは高速
で且つこれに伴って非常に経済的に製造することができ、予備折り畳みされた側方区域は
特に一気に開くことができるが、公知の失禁用使い捨ておむつの着用快適性は不満足なも
のであることが判明している。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この問題を解決するために、側方区域の少なくとも股下領域に向く側を、脚周り開口領
域を形成するために、長手方向に対して斜めに延びるように又は曲線状に構成し、本体部
分を少なくとも股下領域で砂時計状に構成し、側方区域の斜めの形状又は曲線の形状と本
体部分の砂時計状の輪郭は、失禁用使い捨ておむつの両方の長辺で、側方区域と本体部分
とを対象とするそれぞれただ１回の分断プロセスによって形成されていることが提案され
る。即ち、側方区域と本体部分とを対象とする分断プロセスは、前側及び後側の側方区域
がすでに本体部分に接合されている時点で行われる。それにより、側方区域の脚周り開口
輪郭は本体部分の股下領域といわば連続的に続いており、そこで本体部分の砂時計状の輪
郭を形成することが保証される。更に本発明によると、前側領域と後側領域の側方区域は
、材料の種類、単位面積あたり重量、通気性、密度、伸縮性、閉止力、表面長さ、厚さ、
色の群から選択される少なくとも１つの一次特性に関して相違していることが意図される
。それにより、側方区域をそれぞれの相違する機能に関して最適化できることが保証され
、このことは最終的に、失禁用使い捨ておむつの着用快適性にいっそうプラスとなる。
【０００６】
　分断プロセスは、本発明によると、本体部分の前側及び後側の側縁の領域においても本
体部分を対象としており、ここで本体部分の前側の側縁とは、前側の側方区域が接合され
ている本体部分の側縁の区域を意味しており、本体部分の後側の側縁とは、後側の側方区
域が接合されている本体部分の側縁の部分を意味している。このように分断プロセスは、
分断されるべき側方区域材料又は本体部分材料を連続して通過するように進行する。従っ
て脚周り開口領域は、それぞれただ１回の分断プロセスの切断線によってのみ形成され、
即ち、ただ１回の裁断の切断線によってのみ形成される。これに加えて、最適化された脚
周り開口部にもかかわらず、ごく少ない裁断屑しか廃棄しなくて済むので、おむつを経済
的に製造可能である。
【０００７】
　１つの好ましい実施形態では、分断プロセスは、裁断プロセス又は打抜きプロセスであ
る。特に、分断プロセスはそれ自体公知のカッターローラによって行うことができる。
【０００８】
　脚周り開口領域の輪郭は、特に失禁用使い捨ておむつの長手方向に対して斜めに延びる
直線の区域及び／又は曲線の区域を含むことができる。１つの好ましい実施形態では、脚
周り開口領域の輪郭は、曲線の区域だけを有する。脚周り開口領域の最小の曲線半径は、
少なくとも５ｍｍであるのが好ましく、少なくとも１０ｍｍであるのが特別に好ましい。
脚周り開口領域の輪郭は、曲線半径の異なる曲線の区域を含むのが好ましい。
【０００９】
　更に、前側及び／又は後側の側方区域を、不織布材料で形成するのが好ましいことが判
明している。特に、熱可塑性ポリマーをベースとする少なくとも１つの配合成分を含むあ
らゆる不織布材料が適している。不織布は、ＰＥ、ＰＰ、ＰＥＴ、レーヨン、セルロース
、ＰＡからなる繊維、及びこれらの繊維の混合物を含むことができる。二成分繊維又は多
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成分繊維も考えられ、好ましい。特に、カード不織布、スパンボンド不織布、ウォーター
ジェット加工不織布、ＳＭ不織布、ＳＭＳ不織布、ＳＭＭＳ不織布、あるいはこれらの種
類の不織布の１つ又は複数からなる積層体が好ましく、ここでＳはスパンボンド不織布層
、Ｍはメルトブロー不織布層を表している。スパンボンド不織布が特別に好ましい。スパ
ンボンド不織布は縦方向と横方向に高い強度を有しているので、場合により設けられるメ
カニカルな閉止補助具の取り扱いによって、これに作用するせん断力に格別によく耐えら
れるからである。メカニカルな閉止補助具を外すときに繊維が不織布複合材から剥がれ落
ちるのを防止するために、不織布コンポーネントに型押パターンを設けるのが好ましく、
この型押パターンによって、不織布コンポーネントのすべての繊維が結合されているのが
好ましい。このような場合、特に熱エネルギーを供給しながら不織布を圧延することによ
って生成されるのが好ましい熱間型押パターンが特に好ましい。
【００１０】
　更に、吸収体の長手縁部と並んで側方に、長手方向の成分を含む第１の弾性部材が本体
部分に接合されていると好ましいことが判明している。この弾性部材は正確に、即ち直線
状に長手方向に延びることができ、又は特別に好ましくは、脚周り開口部に沿って追随す
るようにある程度の輪郭を意図することができる。このような場合、弾性部材は脚周り開
口部に沿って湾曲した形状を有する。この発明思想の特別な発展例では、弾性部材が側方
区域に入るように延びるのではなく、本体部分の範囲内での位置決めに制限されているこ
とが意図される。更に、第１の長手方向に延びる第２の弾性部材を、特に、例えば欧州特
許出願公開第０２６３７２０Ａ１号明細書からそれ自体公知である、屹立するいわゆるカ
フ部材の形態で、おむつ本体部分ウェブに接合することができる。好ましくは屹立するこ
の第２の弾性部材は、おむつ本体部分又は吸収体の中心部をいわば縁取るものであり、吸
収体縁部の領域に、又は吸収体縁部の内部に、又は吸収体縁部の外部に設けることができ
、失禁用使い捨ておむつの横漏れ防止部を形成する。
【００１１】
　本発明の更に別の好ましい発展例では、側方区域は内面と外面を有し、後側の側方区域
は特にメカニカルな閉止補助具を備える閉止手段を有し、閉止手段は、失禁用使い捨てお
むつを人間の身体にあてて用途に即して固定するために、少なくとも部分領域で、後側の
側方区域の外面にも前側の側方区域の外面にも取外し可能なように固定可能である。
【００１２】
　この発明思想の発展例では、閉止手段は、失禁用使い捨ておむつを人間の身体にあてて
用途に即して固定するために、少なくとも部分領域で、本体部分の外面にも前側の側方区
域の外面にも取外し可能なように固定可能であることが意図されており、閉止手段と前側
の側方区域の外面との間の保持力は、閉止手段と本体部分の外面との間の保持力よりも大
きいことが好ましい。このことによっても使用者は、数多くのケースにおいて、閉止手段
を前側の側方区域で固定するように促される。特にメカニカルな閉止補助具を有する閉止
手段と本体部分の外面との間で求めた腹上保持力としての保持力は、２０～５７Ｎ／２５
ｍｍ、特に２５～５０Ｎ／２５ｍｍであるのが好ましい。
【００１３】
　失禁用使い捨ておむつの本体部分の外面は、少なくとも部分領域で、ただし特に全面的
に、不織布によって形成されているのが好ましい。このことは失禁用使い捨ておむつに「
繊維のような」印象を与える。このような場合、本体部分のバックシートは不織布及びフ
ィルムの積層体で形成するのが好ましく、不織布層は外側に位置すると共にフィルム層は
内側で吸収体の側を向くように位置しており、それによって不織布層が本体部分の外面を
形成する。これにより、一方では本体部分の液体不透過性が保証されると共に、他方では
皮膚になじみやすいおむつの特性が確保される。このような不織布フィルム積層体のフィ
ルム層は、液体不透過性ではあるが好ましくはそれにもかかわらず通気性のある単層又は
多層のフィルムで形成されているのが好ましく、前側及び／又は後側の側方区域の通気性
は、失禁用使い捨ておむつのバックシートを形成する不織布フィルム積層体の通気性より
も高いのが好ましい。
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【００１４】
　更に別の特別に好ましい実施形態では、後側及び／又は前側の側方区域は、それに対し
て好ましくは後側の側方区域だけは、横方向で見てそれぞれの側方区域よりも細く構成さ
れ、本体部分の側縁を橋渡しする少なくとも１つの領域に設けられた、即ち、本体部分の
側方の側縁区域だけでなく側方区域の一部も横方向で覆う、補強手段を有する。補強手段
の構成及び配置に関しては、ＰＣＴ／ＥＰ２００７／００３７３３号を援用することとし
、この点に関しては同明細書を全面的に本発明の開示内容に含める。
【００１５】
　本発明によると、材料の種類、単位面積あたり重量、通気性、密度、伸縮性、閉止力、
表面長さ、厚さ、色の群から選択される少なくとも１つ、特に少なくとも２つ、更には特
に少なくとも３つ、更には特に少なくとも４つの一次特性に関して、後側の側方区域は前
側の側方区域と相違している。
【００１６】
　材料の種類：
　特に、両方の側方区域の成分が不織布材料で形成されている場合、例えば前側の側方区
域は、後側の側方区域よりも柔らかく皮膚になじみやすい不織布材料で形成されるのが好
ましいことが判明している。前側の側方区域は、おむつを身体に装着したときに、用途に
即して内側に位置することになるからである。更に、後側の側方区域を、引張強度の高い
材料で形成すると好ましい場合がある。閉止手段は、後側の側方区域に取り付けられてい
るのが好ましく、おむつを装着するときに、強い引張力が閉止手段を介して側方区域へ作
用するからである。材料の種類に関わる好ましい差別化は、使用する繊維の種類、不織布
の形成方法、又は積層体の構成などによって具体化することができる。
【００１７】
　単位面積あたり重量：
　上に掲げた要求事項は、少なくとも部分的に、ｇ／ｍ2の単位で測定した単位面積あた
り重量の差別化を通じて実現することができる。前側の側方区域の単位面積あたり重量は
、少なくとも１０％だけ、特に少なくとも２０％だけ、更には特に少なくとも３０％だけ
、後側の側方区域の単位面積あたり重量と相違しているのが好ましい。前側及び／又は後
側の側方区域の単位面積あたり重量は、好ましくは１５～６０ｇ／ｍ2であり、特に２０
～４５ｇ／ｍ2であり、更には特に２５～４０ｇ／ｍ2であり、また更には特に２８～３５
ｇ／ｍ2である。
【００１８】
　通気性：
　前側及び／又は後側の側方区域（２０、２２）は、空気透過性及び／又は水蒸気透過性
の不織布によって形成されているのが好ましい。着用快適性が損なわれる主観的な感覚は
ターゲット層ごとに異なるので（例えば、ベッドに寝ている患者と歩き回る患者）、前側
又は後側の側方区域のいずれかの通気性を高く構成するのが好ましい場合がある。ＤＩＮ
５３１２２－１（発行：２００１年８月）に定める水蒸気透過性（ＷＶＴＲ）として測定
した前側の側方区域の通気性は、少なくとも５％だけ、特に少なくとも１０％だけ、更に
は特に少なくとも２０％だけ、後側の側方区域相違の通気性と相違しているのが好ましい
。このとき、前側及び／又は後側の側方区域の通気性は、少なくとも１０００ｇ／ｍ2／
２４ｈであり、特に少なくとも１５００ｇ／ｍ2／２４ｈであり、更に好ましくは少なく
とも２０００ｇ／ｍ2／２４ｈであるのが好ましい。
【００１９】
　密度と厚さ：
　主観的に感じられる側方区域の材料の柔らかさ、及びこれに伴う着用快適性の主要な要
素は、材料の密度及び／又は厚さの差別化を通じても制御することができるのが好ましい
。前側の側方区域の０．５ｋＰａの試験圧力で判定されたｍｍの単位で測定される厚みは
、及び／又は材料の単位面積あたり重量と厚さとで判定された、ｇ／ｃｍ3の単位で測定
される密度は、少なくとも１５％だけ、特に少なくとも２０％だけ、更には特に少なくと
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も２５％だけ、後側の側方区域の密度及び／又は厚さと相違しているのが好ましい。
【００２０】
　伸縮性：
　伸長とは、本明細書では、力の作用の結果としての失禁用使い捨ておむつの側方区域の
長さ増大と、当初の長さとの間の比率を意味している。このような種類の失禁用使い捨て
おむつの使用時には、特に円周方向即ちおむつ横方向の力が側方区域に作用する。従って
伸縮性の特性は、おむつ横方向に力が作用したときの側方区域の伸長の程度を表している
。このことは、伸長の程度が大きいほど、伸縮性が高くなることを意味している。後側の
側方区域は、おむつの使用時に通常生じる力作用のもとで、前側の側方区域よりも高い伸
縮性を有するのが好ましい。特に、ドイツ特許出願公開第１０２００５０４８８６８Ａ１
号明細書に記載されている試験方法に基づき、後側の側方区域は４５Ｎの力作用が生じた
ときに、前側の側方区域よりも大きい伸長を有する。後側の側方区域は、４５Ｎの力作用
が生じたときに、少なくとも２０％の伸長、特に少なくとも２５％の伸長、更には特に少
なくとも３０％の伸長を有するのが好ましい。それに対して前側の側方区域は、４５Ｎの
力作用が生じたときに、好ましくは多くとも１５％の伸長、特に多くとも１０％の伸長、
更には特に多くとも８％の伸長しか有していない。少なくとも１つの後側の側方区域は、
少なくとも横方向で弾性的に伸長可能であるのが好ましい。側方区域の伸縮性が弾性的で
あると呼ばれるのは、力の一時的な作用が生じたときに少なくとも４０％の伸長が可能で
あり、この力が消えたときに多くとも２０％の伸長（残留伸長）が残る場合である。本発
明の１つの好ましい発展例では、後側の側方区域の弾性的な伸縮性は横方向で少なくとも
４０％であり、特に少なくとも５０％である。更に別の発明思想では、後側の側方区域の
弾性伸長の絶対的な程度は少なくとも３ｃｍであり、特に少なくとも５ｃｍであり、更に
は特に少なくとも７ｃｍである。
【００２１】
　閉止力：
　側方区域の閉止力とは、後側の側方区域の閉止手段と側方区域の外面との間の保持力を
意味している。このとき、閉止手段と後側の側方区域の外面との間の保持力は、閉止手段
と前側の側方区域の外面との間の保持力よりも小さいのが好ましい。このことは、使用者
が閉止手段を主として前側の側方区域で固定する結果につながるという利点があり、この
ことはおむつの適合形状と着用快適性に明らかにプラスに作用する。上記又は下記の保持
力は主として腹上保持力として判定される。腹上保持力は、ＥＰ０６０２２４５０．８号
に記載された試験方法で判定することができる。特にメカニカルな閉止補助具を有する閉
止手段と、前側の側方区域の外面との間で求めた腹上保持力としての保持力は、５８～９
０Ｎ／２５ｍｍであるのが好ましく、特に６０～８０Ｎ／２５ｍｍである。特にメカニカ
ルな閉止補助具を有する閉止手段と、後側の側方区域の外面との間で判定された腹上保持
力は、閉止手段と前側の側方区域の外面との間の腹上保持力よりも小さいのが好ましく、
ただしそれにもかかわらず１５Ｎ／２５ｍｍであるのが好ましく、特に少なくとも３０Ｎ
／２５ｍｍである。
【００２２】
　メカニカルな閉止補助具は、それ自体として公知の面ファスナー部材を含むのが好まし
い。別の実施形態では、少なくとも１つの閉止手段、好ましくはすべての閉止手段は、例
えばＥＰ０６０２２４５０．８号に開示されているように、粘着性の閉止補助具、特に粘
着ゾーンを更に含むことが意図される。
【００２３】
　表面長さ：
　本発明の発展例では、後側の側方区域が前側の側方区域よりも大きい表面長さ、好まし
くは少なくとも１０％だけ大きい表面長さ、特に少なくとも１５％だけ大きい表面長さを
有すると好ましいことが判明している。特に、後側の側方区域の長さは、即ちそのおむつ
長手方向の長さは、少なくとも１０ｃｍ、特に少なくとも１５ｃｍ、更には特に少なくと
も１８ｃｍ、更には特に少なくとも２２ｃｍであってもよい。更に、後側の側方区域の長
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さが失禁用使い捨ておむつの全長の少なくとも１０％、特に少なくとも１５％、更には特
に少なくとも２０％、更には特に少なくとも２２％であると好ましいことが判明している
。失禁用使い捨ておむつの全長は５０～１２０ｃｍ、特に６０～１１０ｃｍ、更には特に
７０～１１０ｃｍであるのが好ましい。更に、前側の側方区域は後側の側方区域よりも短
い、特に少なくとも５％だけ短い、更には特に少なくとも１０％だけ短い、更には特に少
なくとも１５％だけ短い、更には特に多くとも５０％だけ短い縦方向長さを有すると好ま
しいことが判明している。本発明の発展例では、側方区域の幅が、即ちおむつ本体部分の
側縁を超える側方区域の長さが、１０～４０ｃｍ、特に１２～３０ｃｍ、更には特に１３
～２５ｃｍであると好ましいことが判明している。前側の側方区域は後側の側方区域と等
しい幅を有するのが好ましい。
【００２４】
　色：
　最後に、前側の側方区域を色に関して、後側の側方区域から差別化すると好ましい場合
がある。このことも、閉止手段の主な装着面としての前側の側方区域の機能を使用者に明
示することができる。
【００２５】
　更に、本発明による失禁用使い捨ておむつを製造する方法も、権利保護が申請される。
この場合、まず本体部分ウェブが長手方向に搬送され、このとき本体部分ウェブは不織布
材料及び／又は吸収体材料及び／又はバックシート材料を含むことができるのが好ましい
。バックシート材料は、特に、フィルム材料又は液体不透過性の不織布材料又は不織布フ
ィルム積層体であってもよい。更に、後側の側方区域を形成する第１の側方区域ウェブが
長手方向に搬送され、更に、前側の側方区域を形成する第２の側方区域ウェブが長手方向
に搬送される。このとき、第１及び第２の側方区域ウェブの材料は、少なくとも１つの一
次特性に関して相違している。第１の側方区域ウェブに閉止手段が接合され、又は接合さ
れているのが好ましい。２つの第１の側方区域ウェブ及び／又は２つの第２の側方区域ウ
ェブが長手方向に搬送され、これらの側方区域ウェブはそれ以前の方法ステップで、第１
の材料ウェブ及び／又は第２の材料ウェブが長手方向に分割されることによって形成され
ているのが好ましい。第１の側方区域ウェブならびに第２の側方区域ウェブから、長手方
向に対して横向きに、第１及び第２の区域が分断される。第１の側方区域ウェブから分断
された区域が、後側の側方区域を形成するために、それぞれの後側領域を形成する本体部
分ウェブ区域に接合され、それに対して、第２の側方区域ウェブから分断された区域が、
前側の側方区域を形成するために、それぞれの前側領域を形成する本体部分ウェブの区域
に接合される。各区域は、本体部分ウェブのエンドレスの不織布材料ウェブへサイクルご
とに接合されるのが好ましく、不織布材料ウェブは、製作されるべき失禁用使い捨ておむ
つの身体に向く側を形成する。最後に、側方区域の斜めの形状及び曲線状の形状を実現す
るために、及び、失禁用使い捨ておむつの両方の長辺で本体部分の砂時計状の輪郭を実現
して脚周り開口領域を生成するために、特に裁断プロセス又は打抜きプロセスとして実行
される、そのつどただ１回の分断プロセスによって材料切欠きが形成される。このとき分
断プロセスは、本体部分の前側及び後側の側縁の領域でも本体部分を対象としているのが
好ましく、即ち、側方区域があらかじめ本体部分に接合されている領域も対象としている
。分断プロセスは、直線及び／又は曲線の区域を含む線に沿って、特に曲線の区域だけを
含む線に沿って進められるのが好ましい。このような線は、前側の側方区域の側縁にある
点Ａを起点として股下領域の方向へ内側に向かう曲線として、まず本体部分の前側の側縁
の点Ｂまで達し、次いで本体部分に入り、再び本体部分の股下領域を通り、引き続いて外
側に向かう曲線として、本体部分の後側の側縁の点Ｃを通り、最後に後側の側方区域の側
縁にある点Ｄまで延びるように引かれているのが好ましい。このとき線は、点Ａから点Ｄ
までの軌道では、分断されるべき側方区域材料又は本体部分材料を通って連続的に通過し
ているのが好ましい。このとき線は吸収体を通過しないのが好ましく、それにより、吸収
体縁部は脚周り開口の輪郭から間隔をおくように保たれる。点ＡとＤの間における線のど
の点でも、ただ１つの接線を引くことが可能であるのが好ましく、即ちこの接線は曲線又
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は直線区域の勾配を一義的に規定することが可能であり、このとき点Ａと点Ｄはこの条件
から除外される。この分断プロセスは、カッターローラによって行われるのが好ましい。
【００２６】
　本方法の１つの好ましい実施形態では、切り離された失禁用使い捨ておむつを形成する
ために、本体部分ウェブが長軸に対して横向きに各区域を通るように分離される。
【００２７】
　このとき、長手方向に連続して搬送される失禁用使い捨ておむつの場合において、１つ
の失禁用使い捨ておむつの後側領域が、別の失禁用使い捨ておむつの後側領域に後続し、
１つの失禁用使い捨ておむつの前側領域が、別の失禁用使い捨ておむつの前側領域に後続
するように、失禁用使い捨ておむつを製作するのが好ましいことが判明している。このよ
うな場合、長手方向に対して横向きに側方区域ウェブから分断されるそれぞれ１つの区域
が、連続して搬送される２つの失禁用使い捨ておむつの側方区域を形成するのが好ましい
。
【００２８】
　本発明の上記以外の構成要件、具体的事項、及び利点は、添付の特許請求の範囲と図面
の図示から明らかであり、及び、本発明の好ましい実施形態についての以下の説明から明
らかである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明による失禁用使い捨ておむつを示す平面図である。
【図２】図１の本発明の失禁用使い捨ておむつを示す別の平面図である。
【図３ａ】本発明による製造方法を示す模式的な図面である。
【図３ｂ】本発明による製造方法を示す模式的な図面である。
【図４】本発明による製造方法の各方法段階を示す模式的な図面である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１は、吸収性の失禁用使い捨ておむつ２の内側、即ち、身体に向く側の平面図を、平
坦に展開した状態で模式的に示している。失禁用使い捨ておむつ２は、前側領域６と、後
側領域８と、長手方向でこれらの間に位置する股下領域１０とを備える本体部分４を含む
。更に吸収体１２が図示されており、この吸収体は、通常は本体部分４のシャシーを形成
するそれぞれの材料の間に配置されており、即ち、特に、不織布材料で形成された液体透
過性のトップシート１１と、フィルム材料で形成された実質的に液体不透過性のバックシ
ート１３との間に配置されている。バックシート１３は、液体不透過性の不織布又は不織
布フィルム積層体で形成されていてもよく、その場合、不織布層は吸収体に対して外側に
位置し、フィルム層が内側に位置する。このことは失禁用使い捨ておむつ２に「繊維のよ
うな」印象を与える。吸収体１２の長手縁部の横に並んで、第１の弾性部材６０がトップ
シート１１とバックシート１３の間で本体部分４に接合されている。弾性部材６０は実質
的に長手方向に延びており、即ち長手方向の主要成分を有し、股下領域１０に付属する脚
周り開口領域区域に沿って湾曲する形状を有する。更に失禁用使い捨ておむつ２は、別個
の不織布成分としてすでに本体部分４に接合されている、前側の側方区域２２と後側の側
方区域２０とを含む。側方区域２０、２２は、斜線で図示する重なり合い領域１８で、本
体部分４のシャシーを形成する材料と、即ち、例えばバックシート１３及び／又はトップ
シート１１と、取外し不能に結合されている。側方区域２０、２２は、本体部分の前側及
び後側の長手縁部４２、４１を超えて横方向３０に延びている。本体部分の前側及び後側
の長手縁部４２、４１とは、本発明の枠内においては、側方区域が接合されており、側方
区域が超えて延びる本体部分の長手縁部領域が意味されている。従って、本体部分の前側
及び後側の側縁４２、４１の長手方向の長さは、図１に図示しているように、失禁用使い
捨ておむつ２の前側領域６及び後側領域８の長手方向の長さをも定義する。側方区域２０
、２２は、失禁用使い捨ておむつ２を装着した状態のとき相互に結合させ、それにより円
周方向に連続して延びる衛生用品の腰部領域を形成するためのものとして想定され、その
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ための用途に定められている。このとき、本体部分４の一方の側に設けられたそれぞれの
側方区域２０、２２が相互に結合される。そのために後側の側方区域２０には、特に面フ
ァスナーのようなメカニカルな閉止補助具を備えるメカニカルな閉止手段３２が設けられ
ており、これらの閉止手段は、前側及び後側の側方区域２０、２２の外面に取外し可能に
固定可能である。更に閉止手段は、本体部分の外面にも取外し可能なように固定可能であ
るのが好ましい。前側の側方区域２２と後側の側方区域２０はいずれも不織布材料で形成
されており、図示した例ではＰＰスパンボンド不織布で形成されている。前側の側方区域
の不織布材料の単位面積あたり重量は３０ｇ／ｍ2である。不織布材料を形成する繊維の
繊維太さは２ｄｔｅｘである。スパンボンド不織布の外面と内面は、図１に模式的に図示
する型押パターン１４を有する。熱間型押加工によって生成される接合領域は多数の線に
よって形成されており、即ち、各グループの内部でそれぞれ平行に延びる２つのグループ
の線によって形成されており、一方のグループの線は他方のグループの線と交わって３３
度の角度の規則的な格子模様を構成しており、それにより、島状に配置されてつながった
菱形のループ領域１５が、線状の接合領域１６によって取り囲まれている。接合領域１６
を形成する線は、図示した例では、１．０ｍｍの幅と０．６ｍｍの型押深さを有する。線
の両方のグループの平行に延びる２つの隣接する線の間隔は４．７ｍｍである。型押面積
、即ち、型押パターンの総面積（接合領域＋ループ領域）に対するすべての接合領域１６
の面積の合計は、３２％である。後側の側方区域２０の閉止手段３２は、このループ領域
１５と確実に係合させることが可能である。閉止手段３２と、前側の側方区域２２の外面
との間の腹上保持力は、少なくとも５８Ｎ／２５ｍｍであるのが好ましい。
【００３１】
　後側の側方区域２０の不織布材料の単位面積あたり重量は、図示した例では２５ｇ／ｍ
2である。ループ領域と接合領域を形成する型押パターンは設けられていない。従って、
閉止手段３２と、後側の側方区域２０の外面との間の腹上保持力は、閉止手段３２と、前
側の側方区域２２の外面との間の腹上保持力よりも低く、ただしそれにもかかわらず少な
くとも１５Ｎ／２５ｍｍであるのが好ましい。図１に見られるように、更に後側の側方区
域２０は前側の側方区域２２よりも大きい表面長さを有する。
【００３２】
　このように前側及び後側の側方区域は、単位面積あたり重量、閉止力、及び表面長さと
いう少なくとも３つの一次特性に関して相違している。
【００３３】
　前側及び後側の側方区域の間の閉止力における相違により、使用者は、閉止手段３２を
主に前側の側方区域２２に固定するように促され、このことはおむつの適合形状にとって
プラスに作用する。
【００３４】
　更に図１を見るとわかるとおり、脚周り開口領域５０は、股下領域に向かって曲線状に
構成された前側及び後側の側方区域２０、２２によって、ならびに、本体部分４の砂時計
状の輪郭によって形成されている。本体部分の砂時計状の輪郭とは、ここでは、股下領域
１０における本体部分４のあらゆる形状の狭小部を意味しており、即ち、本体部分４の股
下領域１０が本体部分の前側領域６及び／又は後側領域８よりも短い長さを横方向３０に
有するあらゆる曲線形状、及び曲線状でないあらゆる形状、もしくは曲線状だけではない
形状を意味している。
【００３５】
　脚周り開口部５０の連続性は、側方区域２０、２２だけでなく本体部分４をも対象とし
、その際に分離されるべき側縁材料又は本体部分材料を通って連続的に通過するそれぞれ
ただ１回の裁断によって、即ち各々の側での裁断によって形成されている。このことは、
装着状態では右側の脚周り開口領域となる、図２の左側の図面を見るといっそう明らかに
わかる。それ以前は長方形であった側方区域から、及び、当初は互いに平行に直線状に長
手方向２８に延びる側縁を備えていた本体部分４から、線７に沿ったただ１回の曲線状の
裁断によって、斜線で図示する材料切欠き６２が形成され、側方区域２０、２２の曲線状
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の形状と、本体部分４の砂時計状の輪郭とが実現されている。詳細に見るとわかるように
、切断線７は前側の側方区域２２の側縁にある点Ａを起点として、股下領域１０の方向で
内方に向かう曲線として、まず本体部分４の前側の側縁４２の点Ｂまで延び、それから本
体部分に入り、更にそれから本体部分４の股下領域１０を通り、引き続いて本体部分４の
後側の側縁４１の点Ｃを通って外方に向かう曲線となり、最後に後側の側方区域２０の側
縁にある点Ｄまで延びている。図に見られるとおり、切断線７は吸収体１２を通過してい
ないので、吸収体の縁部は、脚周り開口の輪郭から間隔をおくように保たれる。図示した
例では、脚周り開口領域の輪郭は曲線状の区域だけを有し、図に見られるとおり、曲線半
径は一定ではなく、即ち脚周り開口の輪郭は全体として円形を有するのではなく、曲線半
径の相違する区域を有する。例えば、側方区域の側縁まで達する外側の区域ＡＢにおける
曲線半径は、点Ｃを含む区域ＣＤよりも明らかに大きい。しかしながら曲線半径は、脚周
り開口の輪郭のどの点においても少なくとも５ｍｍであるのが好ましく、少なくとも１０
ｍｍであるのが好ましい。点Ａ及びＤを除き（これらの点は切断線７及びこれに伴って脚
周り開口の輪郭の終点であるだけでなく、側方区域２０、２２の側縁の終点でもある）、
切断線７のどの点でもただ１つの接線を引くことができる。
【００３６】
　図２を煩雑にしないために、左側の脚周り開口領域（図面で見て右側）は図１の形態と
なっており、即ち切断線を図示せずに示されている。
【００３７】
　図３ａ、図３ｂは、図１と図２に示す失禁用使い捨ておむつを製造する本発明の方法を
模式的に示している。ここで図３ａは、第１のエンドレスの材料ウェブ５０ａの長手方向
Ｌでの供給と搬送を示しており、材料ウェブ５０ａは互いに平行に直線状に延びる側縁５
２ａを有する。まだエンドレスであるこの材料ウェブ５０ａに、閉止手段３２が事前に両
側で接合されている。製造されるべき失禁用使い捨ておむつの個々の後側の側方区域２０
を形成するための、その後の切り離し裁断の仮想線の位置には、符号８ａが付されている
。第１の材料ウェブ５０ａは、まず長手方向Ｌで、２つの第１の側方区域ウェブ５１ａに
分割される。その後に、これら両方の側方区域ウェブ５１ａから、長手方向Ｌに対して横
向きに第１の区域６６ａが分断され、その際には、後でまた詳しく説明するように失禁用
使い捨ておむつの製造プロセスが更に進んでいく間に、各々の側方区域ウェブ５１ａから
、エンドレスの本体部分ウェブ７０の左側の側縁だけに接合するための区域、又は右側の
側縁だけに接合するための区域がそれぞれ分断される。
【００３８】
　更に図３ａは、第２のエンドレスの材料ウェブ５０ｂの長手方向Ｌでの供給と搬送を示
しており、材料ウェブ５０ｂは互いに平行に直線状に延びる側縁５２ｂを有する。製造さ
れるべき失禁用使い捨ておむつの個々の前側の側方区域２２を形成するための、その後の
切り離し裁断の仮想線の位置には、符号８ｂが付されている。第２の材料ウェブ５０ｂも
、まず長手方向Ｌで、２つの第２の側方区域ウェブ５１ｂに分割される。その後に、これ
ら両方の側方区域ウェブ５１ｂから、長手方向Ｌに対して横向きに長方形の第２の区域６
６ｂが分断され、これらの区域は、後でまた詳しく説明するように失禁用使い捨ておむつ
の製造プロセスが更に進んでいく間に、エンドレスの本体部分ウェブの左側ないし右側の
側縁に接合される。図示した例では、区域６６ａは長手方向Ｌで区域６６ｂよりも大きい
長さを有する。
【００３９】
　次いで、第１及び第２の長方形の区域６６ａ、６６ｂは、図３ｂに見られるように、長
手方向Ｌに搬送されるエンドレスの本体部分ウェブ７０へ供給される。図示した例では、
本体部分ウェブ７０は不織布材料と吸収体材料とを含み、即ち、製造されるべき失禁用使
い捨ておむつのトップシート、即ち、身体に向く側をエンドレスに形成する、互いに平行
に直線状に延びる側縁７２を備える不織布材料ウェブ７１と、その上にすでに載っている
、連続して置かれて互いに間隔をおく無限個の吸収体１２とを含む。吸収体１２は、超吸
収性材料（ＳＡＰ）と、毛羽のあるセルロース繊維との混合物を含む。区域６６ａ、６６
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ｂは１組ずつ交互に両側で不織布材料に固定され、即ち、本体部分ウェブ７０の側縁７２
に固定される。このとき側方区域ウェブ５１ａ、５１ｂのそれぞれ１つから、本体部分ウ
ェブの左側の側縁に接合されるべき区域だけが分断され、又は、その右側の側縁に接合さ
れるべき区域だけが分断される。側方区域ウェブ５１ａ、５１ｂからの各区域６６ａ、６
６ｂの分断、本体部分ウェブ７０への供給、及び本体部分ウェブの両方の側縁７２へのそ
の後の各区域６６ａ、６６ｂの接合は、図３ａ、３ｂには示さない当業者にそれ自体公知
である前記装置の、スリップカットユニットあるいはカットアンドプレースユニットによ
って行われるのが好ましい。
【００４０】
　図示しているその後の切り離し裁断の仮想線８０により、それぞれ１つの分断された区
域６６ａ、６６ｂが、連続して搬送される２つの失禁用使い捨ておむつ２の側方区域２０
、２２を形成することがわかる。そのために失禁用使い捨ておむつ２は、長手方向Ｌで連
続して搬送される失禁用使い捨ておむつにおいて、一方の失禁用使い捨ておむつの後側領
域８が他方の失禁用使い捨ておむつの後側領域８に後続し、一方の失禁用使い捨ておむつ
の前側領域６が他方の失禁用使い捨ておむつの前側領域６に後続するように製作される。
【００４１】
　各区域６６ａ、６６ｂが接合された直後、本体部分ウェブ７０に、製作されるべきおむ
つのバックシート１３を形成するエンドレスのバックシートウェブ７３が供給され、特に
フィルムウェブが供給される。バックシートウェブ７３は不織布材料ウェブに相当する幅
を有し、同じく直線状に互いに平行に延びる側縁を有する。矢印９で模式的にのみ図示す
る貼付・接合ステーションで、バックシートウェブ７３は上からセンタリングされながら
本体部分ウェブ７０へ供給され、それにより、吸収体はバックシートウェブと不織布材料
ウェブの間に位置することになり、バックシートウェブと不織布材料ウェブとは吸収体１
２の輪郭の外部で、接着、熱溶着、又は超音波溶接のようなそれ自体公知の接合方法によ
り、直接相互に結合される。
【００４２】
　バックシートウェブ７３として、積層体ウェブ、特に不織布フィルム積層体ウェブを本
体部分ウェブ７０に供給することもできる。そのような場合、積層体の不織布層は外方に
向かって配置されるとともに、フィルムは内方へ吸収体１２に向かって配置されるのが好
ましい。
【００４３】
　図３ｂからわかるように、失禁用使い捨ておむつを製造するプロセスの以後の過程で、
各区域６６ａ、６６ｂとバックシートウェブ７３が本体部分ウェブ７０へ接合された後、
各区域６６ａ、６６ｂを備える本体部分ウェブの両方の長辺で、側方区域２０、２２の曲
線状の形状と本体部分４の砂時計状の輪郭を実現するために、脚周り開口領域５０が形成
される。このことは、各々の側にある図示しないカッターローラによってただ１回の連続
する裁断として行われ、この裁断は、上に図２を参照して説明したように、分断されるべ
き側方区域材料又は本体部分材料を連続して通過していき、それにより、このただ１回の
裁断の線によってのみ形成される連続する脚周り開口領域５０が生成される。
【００４４】
　図３ｂに示す次の方法ステップでは、脚周り開口部５０を備えるまだエンドレスのウェ
ブが、詳しくは図示しない切り離しステーション７５に向かう方向へ更に搬送され、そこ
で、製造されるべき失禁用使い捨ておむつ２の長手方向２８に相当する搬送方向Ｌに対し
て実質的に横向きに、例えば同じく回転式のカッターローラを用いて、又は打抜き工具を
用いて、分離裁断が実行される。分離裁断の位置は、図面では符号８０で図示されている
。この分離裁断は、貼付された各区域６６ａ、６６ｂをそれぞれ通過するように実行され
、即ち、ウェブは各区域６６ａ、６６ｂを横向きに横断するように分離される。
【００４５】
　図３に示す上述した例では、本体部分ウェブ７０は、各区域６６ａ、６６ｂが接合され
る時点で、不織布材料７１及びその上に置かれた吸収体１２からなる複合体をすでに含む
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【００４６】
　更に別の発明思想では、図４に側面図として模式的に示すように、１組の各区域６６ａ
、６６ｂをまずサイクルごとに、特にいわゆるスリップカットユニット９４によって側方
区域ウェブ５１ａ、５１ｂから分断し、この時点ではまだ製造されるべき失禁用おむつの
トップシートを形成する不織布材料ウェブ７１でのみ構成されている本体部分ウェブ７０
ａの両方の側縁に接合することも考えられ、格別に好ましい。そのような場合、これに引
き続いてはじめて、不織布材料ウェブ７１と各区域６６ａ、６６ｂとで構成される、特に
まだエンドレスであるこの第１の複合体９０が、その他のおむつコンポーネントと結合さ
れる。このような場合、不織布材料ウェブ７１と各区域６６ａ、６６ｂからなる特にまだ
エンドレスである第１の複合体９０は、製造されるべきおむつのバックシートを形成する
特にエンドレスのバックシートウェブ７３、特にエンドレスのフィルムウェブ又はフィル
ム積層体ウェブと、当該ウェブの上に載せられた、連続して互いに間隔をおく離散した吸
収体１２とからなる第２の複合体９１に供給されて、第１の複合体９０が第２の複合体９
１と一緒に接合されるのが特別に好ましい。第１の複合体９０と第２の複合体９１の一緒
の接合は、一例として好ましくは、回転する１組のローラ９２ａ、９２ｂのプレス・接合
間隙９３に各コンポーネントが供給されることによって行うことができ、その様子は図４
に図示されている。このとき、吸収体１２はバックシートウェブ７３と不織布材料ウェブ
７１との間に配置され、不織布材料ウェブ７１は吸収体１２の輪郭の外部でバックシート
ウェブ７３と直接結合され、それによって一緒に接合される。これに引き続いて、脚周り
開口領域の形成及びその後の失禁用使い捨ておむつの切り離しが、図３ｂを参照して説明
したようにして行われるのが好ましい（図４には図示せず）。
【００４７】
　第１の複合体は、図示しない代替的な方法手順においても、まず、連続して互いに間隔
をおく離散した吸収体のウェブに供給されるか、又は、この吸収体がサイクルごとに第１
の複合体に載せられて、場合によりその上で固着される。その次に、あるいはこれとほぼ
同時に、この時点では不織布材料ウェブ及び各区域６６ａ、６６ｂからなる第１の複合体
と吸収体とを含む本体部分ウェブに、製造されるべきおむつのバックシートを形成するバ
ックシートウェブを供給し、特に、エンドレスのフィルムウェブ又は不織布フィルム積層
体ウェブを供給し、本体部分ウェブと結合させることができる。その後に続いて、同じく
脚周り開口領域の形成が行われ、次いで、失禁用使い捨ておむつの切り離しが図３ｂを参
照して説明したように行われる。
【００４８】
　以上のとおり、本発明によって初めて、少なくとも１つの一次特性に関して相違する、
本体部分に接合された前側及び後側の側方区域を備える失禁用使い捨ておむつを提供する
ことができ、この失禁用使い捨ておむつは連続する脚周り開口領域を有し、即ち、そのつ
どただ１回の分断プロセスの切断線によって、特にただ１回の裁断の線によって形成され
た脚周り開口領域を有し、これにより、この失禁用使い捨ておむつは卓越した適合形状と
優れた着用快適性とを有し、しかも経済的且つ簡単に、また最小限の裁断屑で製造可能で
ある。
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